
総務委員会資料

 平成２５年第３回定例会追加議案の説明

議案第１４３号

川崎市職員の給与の特例に関する条例の制定について

資料 川崎市職員の給与の特例に関する条例概要について

平成２５年９月１０日

総 務 局 



資 料

議案第１４３号

川崎市職員の給与の特例に関する条例概要について

１ 市長等の特別職に対する給与減額措置の内容（第 1 条～第 5 条） 

区分 給料月額 地域手当

市長

副市長
▲１３％ ▲１３％

常勤の監査委員

上下水道事業管理者

病院事業管理者

▲１０％ ▲１０％

２ 一般職の職員に対する給与減額措置の内容（第 6 条～第 11 条） 

                       【行政職給料表（１）】

区分 給料月額 管理職手当

局長級・部長級・課長級 ▲９．７７％ ▲１０％

課長補佐・係長級・主任 ▲６．７７％

職員 ▲３．７７％

※ その他の給料表の給料月額：行政職給料表（１）に準じた支給減額率

※ 再任用職員以外の任期を定めて採用された職員については、給与減額措置の対象外とす

る。

３ 実施期間 

  平成２５年１０月１日～平成２６年３月３１日（平成２６年３月３１日限り失効） 

４ 関係条例 

（１）川崎市特別職員給与条例（第１条関係）

（２）川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（第２条関係）

（３）川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例（第３条関係）

（４）川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（第４条関係）

（５）川崎市公営企業管理者の給与等に関する条例（第５条関係）

（６）川崎市職員の給与に関する条例（第６条関係）

（７）川崎市教育長の給与等に関する条例（第７条関係）

（８）川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（第８条関係）

（９）外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（第９条関係）

（１０）川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（第１０条関係）

（１１）川崎市職員の育児休業等に関する条例（第１１条関係）


